
6-2 木材需給の状況 
6-2-1 木材供給 
１）丸太供給 

2018 年の丸太供給量は 8,618 万
9,000 ㎥で、国内生産量輸入量別供給
量は、国内生産量が 7,816 万 7,000 ㎥
（供給量の 91％）、輸入量は 802 万㎥
（同９％）であった。同年の丸太供給
量は、全体で前年比 10％増加した。た
だし、国内生産量が前年比８％の増加
にとどまったのに対して、輸入量は供
給量のシェアとしては小さいものの、
前年比44％もの増加を記録している。 

 
丸太の国内生産は、特に 2016 年以

降については、立木価格が上昇してい
ること、木材製品の需要が強く、林産業
への新規投資が行われていること、林
産物輸出価格が高止まりしていること
から旺盛であった 7。 

 
さらに 2018 年の丸太の国内生産については、林業センターによるとフィンランド南西

部を襲った嵐による大量の風倒木発生によりさらに増加している。３月と９月は、フィン
ランドが多くの嵐に見舞われるシーズンで、フィンランド国営放送のウェブサイト 8によ
れば、フィンランドは 2018 年９月 22 日に最大風速 25ｍ/秒を超える嵐に襲われている。
さらに同ウェブサイトによれば、フィンランドは 2019 年年初にも最大風速が 40ｍ/秒を
超える強力な嵐に襲われている。 

 
2018 年の丸太国内生産量は、風倒木処理という要因があるものの、統計数値の上では

2008 年の経済不況以前の水準を上回るまでに回復している。ただし、風倒木被害はフィ
ンランド以外に欧州中央部でも発生し、フィンランド産林産物の輸出市場には欧州中央部
で発生した風倒木も流入するため、以後は供給過剰により欧州産製材品の価格に下落が生

7 Jan Viitanen  & Antti Mutanen “Finnish Forest Sector Economic Outlook 2018-2019 Executive Summary”, Natural 
Resources Institute Finland, p 5 

8 https://yle.fi/uutiset 
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じている。このため、フィンランドの立木価格にも下落がみられ、先行きとして出材意欲
は鈍るとみられている。既に産業用丸太及び製材品は減産を行っている 9。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フィンランドの丸太生産の主体は、個人有林を中心とした民間の手によるもので、国有

林からの生産量は極めて限られている。2018 年の所有形態別丸太生産量は、個人有林が
6,706 万 7,000 ㎥と全体の 86％を占めている。この生産量は、風倒木処理の影響により前
年に対し 10％増加している。なお、2018 年の国有林及び会社有林における丸太生産量は
1,110 万㎥であり、ほぼ全量が会社有林で生産されている。 

 
樹種別丸太生産量の割合は、2018 年はマツが 42％、スプルースが 37％、広葉樹は 21％

である。2018 年の丸太生産量は、全ての樹種で前年比８％増加している。 
 
丸太生産量は、2000年から2008年までの期間は6,000万㎥前後を増減しながら推移し、

2009 年には経済不況の影響により 4,830 万㎥まで落ち込むが、その後回復して 2016 年に

9 “Finnish Forest Sector Economic Outlook 2019-2020”, Natural Resources Institute Finland, Jan Viitanen & Antti 
Mutanen, pp 2-4 
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は 7,000 万㎥を超える増加をみせている。 
 
一方で丸太の輸入量は、802 万㎥と前年の 558 万

4,000 ㎥から増加しているが、2000 年以降のピーク
である 2006 年の 1,698 万 9,000 ㎥と比較すれば、ほ
ぼ半数にとどまっている。 

 
国別丸太輸入量は、第 1位がロシアで 557万 6,000

㎥と前年比 17％増、第２位はエストニアで 100 万
3,000 ㎥と前年比倍増、第３位はラトビアで 65 万
2,000 ㎥と前年比約 3.5 倍に増加した。 

 
フィンランドでは丸太のほかに、次表のように林産物を輸入している。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 年にフィンランドは、製材品を 60 万 9,000 ㎥（前年比７％増）、単板を２万 2,000
㎥（同 10％増）、合板を 10 万 8,000 ㎥（同 11％増）、切削板を 12 万 5,000 ㎥（同 11％増）、
繊維板を９万 3,000ｔ（同１％減）、パルプを 59 万 6,000ｔ（同５％増）、紙を 11 万 2,000
ｔ（同 18％減）、板紙を 21 万 8,000ｔ（同１％減）、紙と板紙の複合製品を 10 万 7,000ｔ
（同３％増）輸入している。 

 
フィンランドの林産物輸入量は、輸出量と比べると桁違いに少ないが、紙を除けば、2000
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年以降、増加傾向で推移している。特に製紙原料であるパルプの輸入量は、2000 年の 13
万 6,000ｔから 2018 年にはその 4.4 倍にあたる 59 万 6,000ｔにまで増加している。パル
プの主要輸入相手国はブラジルで、2018 年の輸入量は 38 万ｔとパルプ輸入量の 64％を占
めている。 

 
フィンランドの大手林産物企業では、南米での早生樹人工造林経営並びに早生樹人工

林材を原料にしたパルプの生産及びフィンランドへの輸入を本格的に開始している。こ
れらの企業活動は、フィンランド国内の木材利用及び林産物加工コンビナートの形態に
変化をもたらす要因になりうるので、今後の動向が注目されている。 

 
例えば、フィンランドの大手林産物企業

の一つは、ブラジルで早生樹の人工造林を
行い、そこから生産した FSC 認証材を原料
としたユーカリパルプを輸入している。こ
の企業は、ブラジルの製紙会社と 50％ずつ
出資したブラジルのパルプ工場でユーカリ
パルプを生産している。 

 
この企業の他にもウルグアイに 25 万

8,000ha（内、60％はユーカリ林）の森林を所
有し、市販パルプを生産しているフィンラ
ンドの大手林産物企業がある。2018 年のフ
ィンランドのウルグアイからのパルプ輸入
量は、３万 1,000ｔにとどまっているが、同
社は新たに年間生産可能量が 200 万ｔのパ
ルプ工場の建設を計画しているので、将来
的にはウルグアイからのパルプ輸入量が増
加するとみられる。 

 
紙については、世界的に印刷紙及び筆記用紙の需要が減退していること 10、2018 年にフ

ィンランド国内に新たな生産ラインが追加されたことから輸入量が減少している。2018 年
の輸入量は、2000 年の輸入量の半分であり、前年比でも 18％減少している。紙の主要輸

10 Jan Viitanen & Antti Mutanen, “Finnish Forest Sector Economic Outlook 2017-2018”, Natural Resources Institute 
Finland, p 3. 
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入相手国はスウェーデンで、同国からの輸入量は５万 6,000ｔと輸入量の半数にあたる。 
 
板紙の輸入量は 2000年以降増加傾向にあった

が、2017 年以降再び減少に転じている。2018 年
の輸入量は対前年比１％減であった。板紙の主
要輸入相手国もスウェーデンで、国別輸入量で
は 62％のシェアを占めている。 

 
2018 年の製材品の輸入量は、60 万９,000 ㎥

（前年比７％増）で増加を続けている。製材品の
主要輸入相手国はロシアで、同国からの輸入量
は輸入量の 90％（55 万 1,000 ㎥）を占めている。 

 
2018 年の単板及び合板の輸入量は少ないも

のの、2000 年比倍増している。2018 年の単板輸
入量は２万 2,000 ㎥（前年比 10％増）で、主要相
手国はロシア（輸入量１万 3,000 ㎥）である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018年の合板輸入量は 10万 8,000㎥で、合板も主要相手国はロシア（同６万 1,000㎥）
である。 
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2018 年の切削板輸入量は 12 万 5,000 ㎥（前年比 11％増）で、主要相手国はラトビア（シ
ェア 39％）とエストニア（同 26％）である。 

 
同じく繊維板の輸入量は９万 3,000 ㎥（前年比 11％増）で、主要相手国はドイツ（シェ

ア 34％）及びポーランド（同 28％）である。 
 
 

6-2-2 木材加工 
フィンランド統計局によると、2016 年にフィンランドには２万 4,551 件の林業・素材

生産業、1,762 件の木材製品製造業及び 180 件の紙・紙製品製造業の事業所が存在する（表
6.6）。これらの事業所には、大規模な国際的な活動をしている林産物企業とともに数多く
の中小零細規模の事業所が含まれている。 

 

フィンランドには、製材品、木質パネルその他の製品別の林産工場に係る統計が存在
していない。このため、表 6.6 に掲げた木材製品製造業の製品別内訳は不明である。 

 

しかし、フィンランドの
代表的な木材加工業及び
製紙業で組織するフィン
ランド林産物協会と製材
工場で組織するフィンラ
ンド製材協会は、ウェブサ
イトで会員の工場を紹介
しているので、両協会及び
会員企業のウェブサイト
から両協会に所属する企 

業の工場数を集計すると表 6.19 のような結果になる。両協会の会員企業の工場数は、製材
工場が 58 件、合板、LVL 及び CLT 工場が 12 件、繊維板工場と切削板工場が各１件、パル
プ工場が 19 件、製紙工場が 17 件、板紙工場は 14 件である。ただし、43 か国の製材工場
を紹介するウェブサイトである The Sawmill Database（製材工場データベース）11では、フィ
ンランドの製材工場として 92 件の工場を紹介している。 

 

フィンランドの林産業は、2018 年に 7,355 万㎥の丸太を消費した。丸太消費量は、2000

11 https://www.sawmilldatabase.com/ 
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年以降のピークとなる 2006 年の 7,553 万㎥と比較すると３％少ない水準であるが、経済
不況で消費が落ち込んだ 2009 年を底にして増加傾向で推移している。フィンランドの木
材産業が消費している丸太の多くは、国産材である。国産材輸入材別丸太消費量の割合は、
2018 年は国産材が 88％（6,447 万㎥）、輸入材は 12％（908 万㎥）で、2000 年の国産材の
割合が 82％（5,796 万㎥）であったのと比較すると、国産材の割合は６％拡大している。
2018 年の産業別丸太消費量の割合は、木材加工産業が 42％（3,055 万㎥）、紙・パルプ産業
は 58％（4,300 万㎥）であった。2018 年の産業別に丸太消費量に占める国産材丸太の割合
は、木材加工産業は 98％とほぼ全量、紙・パルプ産業が 80％である。 

 
フィンランドでは、2018 年に 1,184 万㎥の製材品が生産された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
フィンランドで生産されている製材品のほとんどは、針葉樹のものである。2018 年の

針葉樹製材品の生産量は 1,180 万㎥（前年比１％増）で、経済危機により需要が減少した
2009 年をボトムに増加傾向で推移しているが、2000 年以降で生産量がピークであった
2003 年の 1,374 万 5,000 ㎥の 86％の水準にとどまっている。2018 年の広葉樹製材品生産
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量は４万㎥で、製材品生産量のわずか 0.3％に
過ぎない。広葉樹製材品の生産量は、2004 年
以降、減少傾向で推移している。 

 
フィンランドでは、2018 年に 123 万㎥の

合板を生産している。合板の生産量は 2006 年
及び 2007 年の 140 万㎥を超えるものと比較
すれば１割程少ない水準ではあるが、ほぼ
2008 年の経済危機以前の生産量までに回復
したといえる。合板以外の木質パネルについ
ては、切削板が 2011 年に 17 万㎥、繊維板は
2012 年に９万ｔの生産量を記録してから以
降、工場数の減少により生産者の特定が可能
になったため統計数値が公表されていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フィンランドの紙の生産量は、ここ数年、印刷紙と筆記用紙の需要が世界的に低迷して

いるため低調である。2018 年の紙生産量は、672 万 5,000ｔと前年比微増にとどまってい
る 12。一方で、板紙及びパルプの生産は、2008 年から 2009 年にかけて減少するものの、

12 Jan Viitanen & Antti Mutanen, “Finnish Forest Sector Economic Outlook 2017-2018”, Natural Resources Institute 
Finland, p 3. 
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その後生産量が回復している。2018 年の生産量は板紙が 381 万 9,000ｔ（前年比５％増）
と 2001 年以降最高の数値となり、パルプは 1,166 万ｔ（前年比８％増）で 2001 年から 2003
年までの水準に戻している。 

 
 

6-2-3 木材需要 
フィンランドの木材需要について、ま

ずは国内消費の動向を探るために主要林
産物の名目消費量 13を算出すると、2018年
は丸太が 1,184 万㎥（対前年比５％増）、製
材品は 374 万 7,000 ㎥（同 27％増）、合板
は 33 万 7,000 ㎥（同 12％）、パルプは 814
万 2,000ｔ（同６％増）となる。これらの名
目消費量の概括的動向の特徴は、合板を除
けば 2008 年の経済不況の影響により同年
及び 2009 年に落ち込み、その後回復する
ものの 2000 年から 2008 年の間に築いた
ピークまでの回復していない点にある。
2018 年の名目消費量は、丸太は 2000 年以
降のピークである 2003 年の 1,374 万
5,000 ㎥の 86％、製材品は同じく 2007 年
の 602 万 8,000 ㎥の 62％、パルプは同じ
く 2007 年の 1,060 万 6,000ｔの 77％の水
準にとどまっている。 
 

2010 年以降の経済回復を考慮すると、
製材品の消費量の回復は思わしくない状
況であると考えられる。製材品の名目消費
量が回復しない要因としては、第一に輸出
量が増加したこと、第二に欧州では 2010
年台に入ってからグルーラム、CLT その他
の集成技術を用いた建築資材の生産量が
増加し続けているので、製材品は生産され 

13 名目消費量＝（生産量＋輸入量）－輸出量 

 

写真 6.1 建設中の木造マンション 

 
 ヘルシンキ港コンテナヤード跡地の再開発事業と
して、木造マンション団地の建設が進行中。木造であ
ることに加え、事業対象地とヘルシンキ駅を結んでい
た貨物鉄道の線路跡地を自転車専用道に整備して地
域住民に供することで、環境対応を木造マンション団
地のセールスポイントにしている。 
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ても生産量としてはカウントされずに、これらのラミナとして使用されている可能性が考
えられる。フィンランドにおいても環境対応をした「グリーンプロダクツ」はブームにな
っており、CLT を使用した木造のマンションや大型施設の建設が盛んに行われている。 

 

パルプの名目消費量については、2008 年と 2009 年に減少し、その後 2011 年には 824
万 3,000ｔまで回復しているが、2012 年以降は小幅な増減をしながら僅かに減少する傾向
で推移している。 

 
林産物の輸出は、2009 年に世界中に蔓延した経済不況の影響を受けて減少し、その後概

ね回復傾向にあるが、切削板及び繊維板並びに紙・板紙複合製品は低迷している（表 6.25）。 
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丸太の輸出量は、2000 年に 60 万 7,000 ㎥であったが、2018 年には 180 万 8,000 ㎥と
約３倍に増加した。2018 年の輸出量は、前年の 111 万 1,000 ㎥に対して 63％増加してい
る。2018 年の丸太の主要輸出相手国はスウェーデンで、輸出量の 74％にあたる 133 万
2,000 ㎥を輸出した。フィンランドはスウェーデンの他、ドイツ、ポーランドなど 20 か国
以上に丸太を輸出している。 

 
製材品の輸出量は 2017 年に 937 万 6,000 ㎥と 2000 年以降最も多くなったが、2018 年

の輸出量はそれから７％減少した 870 万 2,000 ㎥であった。この輸出量は、同年の生産量
1,184 万㎥の 73％にあたる。欧州産針葉樹製材品の輸出市場では、供給過剰の様相が色濃
くなり 2018 年秋から製材品輸出価格が低下に転じたこと 14、主要市場である中国の経済
成長に鈍化がみられ、さらに米中貿易摩擦により中国経済に先行き不透明感がみられるよ
うになったことが製材品輸出量の減少につながっている。2018 年の製材品の主要輸出相手
国は、エジプト（128 万 2,000 ㎥）、中国（107 万 8,000 ㎥）であり、日本には 92 万㎥を輸
出した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 年の合板の輸出量は、101 万 2,000 ㎥
と前年比で若干の減少（３％減）がみられた。
この輸出量は、同年の生産量 123 万㎥の 82％
にあたる。合板の輸出の主要輸出相手国は、
ドイツ（17万 2,000㎥）、英国（13万 9,000㎥）、
オランダ（13 万 3,000 ㎥）及びスウェーデン
（12 万 3,000 ㎥）である。 

 
2018 年の単板の輸出量は、8 万 5,000 ㎥で、前年比 46％増加した。主要輸出相手国は

14 Jan Viitanen & Antti Mutanen, “Finnish Forest Sector Economic Outlook 201）-2020”, Natural Resources Institute 
Finland, p 2. 
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エストニア（２万㎥）である。 
 
2018 年の切削板の輸出量は２万 4,000 ㎥で前年比 14％増加した。主要輸出相手国は、

エストニア（１万 4,000 ㎥）である。 
 
2018 年の繊維板の輸出量は４万 4,000ｔで、前年と同量であった。主要輸出相手国は、

スウェーデン（２万 1,000ｔ）である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 年のパルプ輸出量は 411 万 4,000ｔで、前年比 10％増加した。この輸出量は、同
年の生産量 1,166 万ｔの 35％にあたる。パルプ輸出量は、2000 年から 2018 年の間で 2.3
倍に増加している。パルプの主要輸出相手国は中国（135 万 3,000ｔ）、ドイツ（53 万 2,000

ｔ）、イタリア（33 万 6,000ｔ）及びオランダ（32 万 3,000ｔ）で、輸出したパルプの三分
の一は中国向けである。 
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2018 年の紙輸出量は 634 万 6,000ｔで、前年比２％増加した。しかし紙の輸出量は、
2007 年に 2000 年以降のピーク（1,051 万 5,000ｔ）から後、減少傾向にある。輸出市場に
おける印刷紙及び筆記用紙の需要低迷が、紙輸出量の減少につながっているといわれてい
る。 
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2018年の板紙の輸出量は 368万 2,000ｔ

で、前年比４％増加した。この輸出量は、同
年の生産量（381 万 9,000 ㎥）の 96％にあ
たる。板紙の主要輸出相手国はドイツ（52 万

8,000ｔ）、ロシア（25 万 8,000ｔ）、スペイン
（25 万 3,000ｔ）、米国（23 万 4,000ｔ）、英
国（23 万 1,000ｔ）であり、日本にも８万
6,000ｔを輸出している。 
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2018 年の紙輸出量は 634 万 6,000ｔで、前年比２％増加した。しかし紙の輸出量は、
2007 年に 2000 年以降のピーク（1,051 万 5,000ｔ）から後、減少傾向にある。輸出市場に
おける印刷紙及び筆記用紙の需要低迷が、紙輸出量の減少につながっているといわれてい
る。 
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2018年の板紙の輸出量は 368万 2,000ｔ

で、前年比４％増加した。この輸出量は、同
年の生産量（381 万 9,000 ㎥）の 96％にあ
たる。板紙の主要輸出相手国はドイツ（52 万

8,000ｔ）、ロシア（25 万 8,000ｔ）、スペイン
（25 万 3,000ｔ）、米国（23 万 4,000ｔ）、英
国（23 万 1,000ｔ）であり、日本にも８万
6,000ｔを輸出している。 
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6-3 木材・木材製品の生産・流通等に関する法令 
6-3-1 森林資源管理及び丸太生産に係る法的手続き 
森林資源管理のための主要法令は、森林法と自然保護法である。森林法は商業林の利

用を、自然保護法は保護林の使用及び管理を定めている。森林管理の実務は、森林法によ
って管理する森林は林業センターが、自然保護法によって管理する森林はフィンランド天
然資源研究所（LUKE）が国家森林監視システム（SFI）15を使用して行っている。このた
め、通常の産業用丸太の生産及び丸太生産により発生する伐根、枝、その他の副産物の生
産は、森林法が適用される森林で行われている。なお、森林法では「伐採」を「樹木の伐
倒及び伐採区域から山土場への搬出をいう」と定義している 16。フィンランドでは、造林
から育林、伐採及び搬出までの範囲に森林法を適用している。 

 
さらに森林被害防止法は、通常の木材生産にあっては病虫害防止の観点からスプルー

スまたはマツの林地残材並びに山土場及び貯木場（工場の土場及び倉庫を含む）の木材の
管理方法を定め、病虫害被害が発生したときにあっては森林法で定めた伐採手続き以外の
特別な方法による被害林分の伐採手続きを定めている。 

 
そして後述のように共有林法、持続可能な森林管理の融資に関する法律及び森林再生

物資の取引に関する法律が森林管理に係る法令として存在している。 
 
（１）森林資源管理及び丸太生産のための法令 
① 森林法（Metsälaki） 
森林法は、生態系の多様性を保全しつつ優れた林産物の生産を持続的に行うため、経済、

生態系、社会の各方面において持続的な方法で森林を管理し、利用する目的で制定された
17。森林法は商用林の適正な利用のために制定され、自然保護区域の設置及び組入れ並び
に天然記念物の保全に関する規定は、自然保護法に定めると規定している 18。ただし、森
林法でも商用林における生物多様性の保護に配慮がなされ、2013 年に行われた同法の改
正では、林業及び木材産業の操業条件並びに土地所有者の財産保護の改善とともに、森林
の生物多様性保護の強化が組み入れられている 19。 

15 Sustainable Forest Inventory. 国及び地域の森林の情報を収集して統計その他の情報を生成するとともに森林計画
の履行状況の監視を行うモニタリング機能を備えるシステム。同システムの情報は、政策立案、地域及び国の森林
管理計画、林業投資計画その他の林業に係る活動の根拠として使用されている。 

16 森林法第２a 条第 1 号。 
17 森林法第 1 条。 
18 森林法第２条第２項。 
19 Section 2.1.2 Forest management and use and applicable restrictions,  “The Main Content of the Proposal”, 

“Government Proposal to Parliament to Amend Forest Act and Chapter 48a, Section 3 of the Criminal Code” 
（HE75/2013）, Finlex, 2013（「第 2.1.2 森林の管理、利用及び制限事項」、『森林法及び刑法第 48a 章第３条改正法
案』（2013 年 HE75 号）、フィンランド法務省データベース, 2013 年）。 
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森林法は、その適用範囲を「林地に分類する区域における森林の管理及び利用」とし、
表 6.35 に掲げる区域は森林法の適用対象外としている 20。 

 

 

 

 

 

 

 

森林法では、主伐、間伐及び被害木の処理伐採を含む伐採を行うときは、後に詳述す
る森林利用宣言書を作成し、林業センターに提出するよう定めている 21。さらに、主伐を
行うときは林分の更新を義務づけ 22、伐採は残存木の生育及び伐採区域外の環境に悪影
響を及ぼさない方法及び森林の生育条件の悪化につながる地形の影響を回避する方法を
採用するよう定めている 23。フィンランドにおける主伐は、「処理区域で 0.3haを超える
空地が生じた時点で完了」する定めを森林法で設けているため、通常の施業による主伐
面積は 0.3ha が限度である 24。 

 

なお、広範囲に病虫害の発生またはそのリスクがあるときは、森林被害防止法の規定
に基づき、農林省が被害の拡大また発生を防ぐために土地所有者に必要な量の立木の除
去または必要な被害防止措置を講ずる要求をする場合がある 25。そのときは森林法では
なく、森林被害防止法に定められた「伐採のための特別条項」26の規定を適用した伐採を
行う場合がある。 

 

森林法は、伐採及び森林の更新、森林の生物多様性保全、森林限界及び保護区 27、監督
及び罰則並びに雑則を定めている。この内、伐採及び森林の更新は、間伐の実施義務、主

20 森林法第２条第 1 項。 
21 森林法第７a 条。 
22 森林法第５a 条。 
23 森林法第６条。 
24 森林法第５a 条第１項。 
25 森林被害防止法第９条。 
26 森林被害防止法第 23 条。病虫害被害の防止または被害木処理のための伐採については、森林法第５条の間伐、第
５a 条の主伐及び第５b 条の特別区域における伐採の規定を適用せずに同法第９条に定める農林省の決定による伐
採を行うと規定。ただし、この伐採が適用される場合でも、森林法第５条・第５a 条が定める再造林義務は、適用
除外としない。 

27 森林法が規定する保護区は、風の影響が大きい島嶼部、沿岸部もしくは河岸部の居住地及び耕作地の保護または土
砂崩れ防止のために森林法で定める森林保全に係る規定よりも強い制限が必要になる場合、農林省が最も影響が大
きいと見込まれる場所に限定的に指定する（森林法第 13 条）。 
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伐及び更新の義務、特別区域における伐採、伐採実施方法、伐採者及び森林計画策定者の
責務、土地所有者及び林業センターの通知義務並びに更新義務の履行を定めている。 

 

伐採後の再造林は土地所有者の義務であり、この義務は伐採が完了した時点で生ずる。
再造林は植林または天然更新により行う。植林による再造林は、義務が生じてから３年以
内の完了が求められる 28。一方で天然更新及び播種更新の場合の更新完了期限は、地域別
に 10 年から 25 年まで 29、播種更新の場合の地拵えを含む再造林のための作業開始時期
は３年以内と定められている 30。再造林の履行は充分、かつ、均等な植栽で稚樹の平均樹
高が 0.5ｍに達し生育面で他の植生による影響を受けない状態に至ったときに完了したと
みなされる 31。 

 

再造林に用いる樹種は、森林法が「再造林適合樹種」として指定している（表 6.36）。さ
らに、森林法では植林用播種用の樹種としてヨーロッパダケカンバを指定しているが、こ
の樹種は泥炭地、粘土もしくはシルトを主成分とする土壌または圧縮土壌の沼沢地で使用
が認められ、その他の土地においては補助的樹種と位置付けられている 32。これら以外の
樹種を再造林に使用するときは、林業センターに施業前に提出する森林利用申告書に苗木
の生育の可能性及び再造林対象地への適応に関する充分な注記を加えなければならない 33。 
 

 

 

 

 

天然更新については、土地所有者が必要に応じて下刈、雑草の生長阻止、地拵え、排水
管理、補植、追加播種その他の稚樹の成長を確保するための作業をし、稚樹の生長を担保
する条件整備が認められたときが完了の基準である 34。 

 

② 自然保護法（Luonnonsuojelulain muuttamisesta） 
自然保護法は、生物多様性の維持、自然の景観及び科学的価値の保護、天然資源及び自

然環境の持続可能な利用の促進、自然に関する啓蒙及び社会的関心の促進並びに科学調査

28 森林法第８条第３項。 
29 森林法第８条第１項。 
30 林業センター提供資料。 
31 森林法第８条第１項。 
32 森林法第８a 条第１項。 
33 森林法第８a 条第２項。 
34 森林法第８条第２項。 
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の促進を目的とし 35、適用範囲を自然及び景観の保護及び管理と定めている。 

 

自然保護法は、自然保護計画、自然保護区及び天然記念物、自然生息環境の保護、景観
保護、自然保護の実施、禁止命令、行政執行及び罰金、告訴並びに雑則を定めている。 

 

森林法が適用外とし自然保護法が指定する保護区域とは、国立公園並びに自然保護区及
び特別自然保護区で 36、この内、国立公園及び特別自然保護区は、国有地に設定する 37。
これらの保護区では、樹木その他の植物の除去を含む自然環境に影響をもたらすいかなる
活動も禁じられている 38。さらに、保護区である森林への立入、船舶の停泊及び航空機の
着陸並びに森林内の通行及びキャンプは制限されている 39。ただし、自然保護区における
狩猟にあっては狩猟法、漁労にあっては漁業法の規定の制限内での実施が認められている
40。 
 
③ 森林被害防止法（Laki metsätuhojen torjunnasta）  

森林被害防止法は、健全な森林の維持及び病虫害
の防止を目的とし、適用範囲は森林法が適用される
森林、山土場、流通ターミナル及び加工工場の貯木場
または倉庫その他の丸太及び丸太生産時に発生する
枝、根株その他の副産物が存在する場所である 41。 

 
森林被害防止法は、病虫害が発生し拡散しやすい

夏季における林地及び流通過程における丸太とその
副産物の取扱いについて、昆虫の発生状況と自然環
境条件により全国を A ゾーン（南部）、B ゾーン（中
部）及び C ゾーン（北部）に区分し、森林の病虫害防
止のために、木材を表 6.37 に示した樹種別伐採時期
別ゾーン別移動期限内に伐採地または山土場から移
動するよう定めている 42。ただし、何らかの理由でこ
れらの移動期限までに木材を伐採地または山土場か

35 自然保護法第 1 条。 
36 自然保護法第 10 条。 
37 自然保護法第 11 条・第 12 条。 
38 自然保護法第 13 条。 
39 自然保護法第 18 条。 
40 自然保護法第 17a 条。 
41 森林被害防止法第１条及び第２条。 
42 森林被害防止法第３条。 
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ら移動できないときは、木材所有者は、表 6.38 に掲
げたいずれかの措置を講じなければならない。 

 
農林省は森林被害防止法に基づき、異常な量の被害木または広範囲に森林被害のリス

クが生じた場合、危険な地域の土地所有者に必要な量の木材の除去または必要な措置の実
行を要求する場合がある。さらに同省は、林業センターに森林被害対策のための緊急行動
を命令する場合がある。この対策には、生物学的手段及び機械的手段を優先し、土地所有
者との協議なしで実施できる 43。さらに、これらの措置がとられるときは、森林法が定め
る間伐、主伐及び特別区域における伐採に係る手続きは免除されるが、伐採を行った場合、
再造林義務が土地所有者に課せられる 44。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 共有林法（Lag om samfällda skogar） 
共有林とは所有者の利益のために持続可能な林業の実践的使用を目的とした複数の不

動産で構成する場所をいい、共有林法では共有林の管理、手続き、理事会、財務及び共有
林の増減手続きを規定している。 

 

⑤ 持続可能な森林管理の融資に関する法律（Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta） 
この法律は、木材生産の持続可能性の確保、森林の生物学的多様性の維持及び森林生態

系の管理事業に係る措置並びにこれらの活動を支援する措置に対して国が助成金またロ
ーン形式で行う融資の支援内容を規定している。 

43 森林被害防止法第９条。 
44 森林被害防止法第 23 条。 
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⑥ 森林再生物資の取引に関する法律（Lag om handel med skogsodlingsmaterial） 
森林再生物質とは、樹木の種子、植物及び苗木の一部をいい 45、森林再生物資の取引に

関する法律は、森林再生物資の生産、市場取引及び輸入に適用される 46。欧州において
は、生産に適した在来樹種の種子や苗木の管理が重要視され、各国で管理された種子や苗
木は、「森林再生物資」として近隣国間で広汎に取引されている。 

 

この法律は、森林再生物資を管理する植物生産検査センターの運営及び業者登録制
度、森林再生物資の生産、森林再生物資の市場取引、監督官庁、検査及び監督、行政処分
並びに罰則などを定めた雑則により構成されている。 

 

（２）丸太生産に係る法的手続き 
① 森林所有者登記及び森林計画の策定 
フィンランドの森林面積の半分を上回る個人有林の平均所有期間は約 20 年で、年間約

１万 5,000 件の森林の変更登記がなされている。新たに森林を所有する者は、所有権を確
定するために国土測量局に森林所有者の登記を行う。登記の内容は、国土測量局が運営す
る財産登記システムで管理している 47。 

 

国土測量局に登記をした森林所有者は、森林計画（10 か年計画）を作成しなければなら
ない 48。フィンランドにおいて森林計画とは、単一または複数の林地区画における木材資
源、林地の状況、価値管理方法及び利用形態に係る最新の計画をいう 49。多くの個人有林
の森林計画の策定は、林業センターが行っている森林調査の結果を元に林業センターが計
画案を森林所有者に提示し、必要に応じて森林所有者はこの案に立木の状態、土壌の変化
その他の林業センターの森林調査で明らかにされていない森林の状態または森林所有者
の森林経営の意向を推奨事項に盛り込む方法で行われている 50。 

 

森林法では、森林計画に含まれる施業は、計画策定時点で有効な森林の管理及び利用の
規定に基づかなくてはならないと定めている 51。さらに、共有林は共有林法 52、森林組合

45 森林再生物資の取引に関する法律第３条。 
46 森林再生物資の取引に関する法律第１条。 
47 林業センターウェブサイト（https://www.metsakeskus.fi/）。 
48 森林法の森林計画の規定は、同法第４a 条。農林省が策定する国家森林計画の規定は同法第 26 条第１項、フィン
ランド林業センターが策定する地域森林計画の規定は同条第２項。 
49 森林法第４a 条第 1 項。 
50 フィンランド農林省担当官による説明。 
51 森林法第４a 条第２項。 
52 共有林法（Yhteismetsälaki）の森林計画の策定に係る規定は、同法第 31 条。 
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有林は森林組合法 53、フィンランド正教会有林はフィンランド正教会規則 54がそれぞれ規
定する森林計画の要件を満たす必要がある 55。 

 

林業センターは森林計画の内容を審査し、承認したときに林業センターが運営する森
林情報システムに森林計画の情報を入力して管理する。森林計画は、10 年に一度見直し
を行う 56。フィンランドでは、国土測量局への登記と林業センターによる森林計画の承認
がないと、林業活動が行えない仕組みが構築されている。  

53 森林組合法（Laki metsänhoitoyhdistyksistä）の森林計画の策定に係る規定は、同法第 10 条第 1 項第 1 号。 
54 フィンランド正教会規則（Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys）の森林計画策定に係る規定は、同規則第 117 条。 
55 森林法第４a 条第３項。 
56 林業センターウェブサイト（https://www.metsakeskus.fi/） 
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私有林を対象にした林業センターの森林調査では、リモートセンシング調査、航空写真
調査及び踏査により毎年約 150 万 ha の森林を対象として森林資源情報の取得を行う。具
体的な調査内容は、森林面積、森林資源量、樹齢及び資源生長量である。森林調査が完了
している森林の面積は私有林の 92％に達しているため、林業センターは 2020 年までに全
ての私有林の調査を完了する予定である。さらに林業センターは、同一地域へのリモート
センシング調査の頻度について、これまで 10 年に１回の実施を目安としていたが、2020
年からは６年に１回実施するものとし、精度の向上をはかる予定である。 

 

なお、現在、リモートセンシング調査と踏査によるデータの誤差はおしなべて少ないが、
混交林及び複層林については一斉林と比較して誤差が出やすいので、林業センターは測定
方法の改善をはかる予定である 57。 

 

② 施業の実施と森林利用宣言書 
森林所有者または正当な権限を与えられた当事者が胸高直径 13 ㎝以上の立木の伐採を

行うときは、林業センターに森林利用宣言書を提出しなければならない。森林利用宣言書
の提出期間は、施業実施予定日の３年前から 10 日前までである 58。 

 

森林利用宣言書への記載内容は、所有者または経営者並びに伐採件所有者の氏名及び連
絡先、施業対象地の詳細な所在地、地籍番号、地図番号、面積の他、次の箇条書きに掲げ
た施業の内容であり、一枚の様式で６か所の林班の利用宣言ができる（図 6.3）。 

 
 伐採の目的（間伐、更新伐、特例伐採、土地利用変更または被災地復旧の別）。 
 特に重要な環境対象。 
 森林法第 11 条から第 16 条の規定を充足した 0.3ha 以上の皆伐 59。 
 土壌の種類（緑豊かな新鮮な土壌、湿潤な起伏地、鉱物地または泥炭地の別）。 
 実施方法（皆伐、天然更新、天然萌芽更新、列状伐採またはその他の別）。 
 現存する再生樹種（マツ、スプルース、シルバーバーチ、カバまたはその他の別）。 
 更新方法（天然更新、播種または植林の別）。 
 地掻方法（地掻、馬橇、盛土または不要の別）。 
 その他の施業（除伐、除草、枯葉除去、火入れまたは水路の別）。 

 保育伐の実施方法（間伐、択伐または小径木伐採の別）。 
 

57 林業センター提供資料及び林業センター担当職員による説明。 
58 森林法第 14 条第１項。 
59 「0.3ha 以上」とは、森林法第５a 条の規定が定める皆伐の最大面積（0.3ha）の意。 
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森林利用宣言書の様式は、林業センターのウェブサイトから pdf 形式のファイルでダウ
ンロードできる。森林所有者は、この様式に所有者または経営者及び伐採権所持者の氏名
及び連絡先とともに林班別の施業内容を記入して林業センターに提出する。林業センター
への森林利用宣言書の提出は郵送でも可能であるが、ウェブサイトからダウンロードした
pdf 形式の森林利用宣言書の様式のファイルは、ファイルを閉じると自動的にインターネ
ットを経由して林業センターに送信される仕組みになっている。2016 年及び 2017 年の
二か年平均で、林業センターには年間約 12 万件の森林利用宣言書の提出があった 60。 

 

森林所有者から森林利用宣言書を受け取った林業センターは、森林利用宣言書の内容を
審査する。審査は書類審査と現地確認によって構成される。 

 
書類審査は、森林利用宣言書で施業の宣言があった林班の登記内容、森林計画及び施業

履歴並びに森林資源状況が主な対象で、森林利用宣言書記載事項の整合性と宣言された施
業の妥当性に焦点をあてている。書類審査では、林業センターの森林情報システムのデー
タベースに蓄積されたデジタルデータも利用する。ただし、林業センターによれば 2018
年にこのデジタルデータだけで書類審査が完了した森林利用宣言書は、全体の約 10％で
あった。林業センターは、デジタルデータを利用した書類審査の割合を高めるべくデータ
の整備をすすめている最中であるが、全ての森林利用宣言書の書類審査がデジタルデータ
を使って完了するようになるまでには、しばらく時間がかかりそうである。 

 
現地確認について林業センターは、森林利用宣言書提出件数の１％以上を対象とする方

針を持っている。この割合の内訳は、伐採前に行う確認件数が 0.2％以上、伐採後に行う
ものは 0.8％以上である。現地確認対象の選定は、「リスク分析に基づく選定」（Risk Analyses 

Based Approach）により保護林、重要な動植物生息地またはこれらのバッファーゾーン（緩
衝地帯）の隣接地で行われる伐採を優先している。林業センターは、この条件に該当する
森林利用宣言書の事案について、伐採前に現地で正確な境界確定その他の保護地域の保全
確保状況を確認するとともに、伐採後も再造林の達成を確認する 61。林業センターは、年
間約 1,200 件から約 1,500 件の現地確認を行っている 62。 

 

  

60 林業センター提供資料。 
61 林業センター担当職員による説明。 
62 林業センター提供資料。 

212



                      

図
6.

3 
森
林
利
用
宣
言
書
の
様
式

 

 
 

213



                      

図
6.

3 
森
林
利
用
宣
言
書
（
仮
訳
）（

つ
づ
き
）

 

 
 

214




